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会
　
計

退
職
給
付
基
準
の
改
正
に
伴
う
改
正

財
務
諸
表
等
規
則
等
、公
表
─
金
融
庁

税
　
務

納
税
環
境
整
備
に
関
す
る
国
税
通
則

法
通
達
、公
表
─
国
税
庁

去
る
９
月
21
日
、
内
閣
府
令
61
号

「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」（
財
規
・
連

結
財
規
・
中
間
連
結
財
規
・
四
半
期

連
結
財
規
の
改
正
）が
公
布
さ
れ
た
。

あ
わ
せ
て
、「「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
」の
取
扱
い
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い
て
」お
よ
び「「
連
結
財
務
諸

表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
」の
取
扱
い
に
関
す
る

留
意
事
項
に
つ
い
て
」の
改
正
が
公

表
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
改
正
は
、
本
年
５
月
17
日

に
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
基
準
26
号

「
退
職
給
付
に
関
す
る
会
計
基
準
」

（
退
職
給
付
会
計
基
準
）等
を
踏
ま
え

た
も
の
。
主
な
改
正
内
容
は
次
の
と

お
り
。

退
職
給
付
に
係
る
科
目
の

表
示
規
定
の
整
備

退
職
給
付
会
計
基
準
等
に
あ
わ

せ
、
退
職
給
付
債
務
と
年
金
資
産
の

差
額
を
、
連
結
貸
借
対
照
表
上
、「
退

職
給
付
に
係
る
負
債
」・「
退
職
給
付

に
係
る
資
産
」と
い
う
科
目
名
で
、

「
固
定
負
債
」・「
固
定
資
産
」に
表
示

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

個
別
財
務
諸
表
上
は
、「
退
職
給
付
引

当
金
」・「
前
払
年
金
費
用
」と
し
て

掲
記
さ
れ
る
。

ま
た
、
退
職
給
付
会
計
基
準
に
よ

り
、
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
、
従

来
は
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
さ
れ
て
き
た

未
認
識
数
理
計
算
上
の
差
異
等
に
つ

い
て
、
発
生
時
に
た
だ
ち
に
認
識
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、

未
認
識
数
理
計
算
上
の
差
異
の
当
期

発
生
額
と
組
替
調
整
額
の
合
計
額

を
、
連
結
包
括
利
益
計
算
書（
連
結

包
括
及
び
損
益
計
算
書
）上
の「
そ
の

他
の
包
括
利
益
」の
項
目
に
、「
退
職

給
付
に
係
る
調
整
額
」と
し
て
掲
記

し
、
未
認
識
数
理
計
算
上
の
差
異
等

の
残
高
は
、
連
結
貸
借
対
照
表
上
の

「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
」の
項

目
に
、「
退
職
給
付
に
係
る
調
整
累
計

額
」と
し
て
掲
記
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

注
記
の
規
定
の
整
備

退
職
給
付
会
計
基
準
等
に
お
い

て
、
確
定
給
付
制
度
に
基
づ
く
退
職

給
付
に
関
す
る
注
記
に
つ
い
て
、
退

職
給
付
債
務
の
期
首
残
高
と
期
末
残

高
の
調
整
表
お
よ
び
年
金
資
産
の
期

首
残
高
と
期
末
残
高
の
調
整
表
等
が

求
め
ら
れ
る
な
ど
、
注
記
事
項
の
拡

充
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
連
結
財
務
諸
表
・

財
務
諸
表
に
お
い
て
、
次
の
項
目
の

注
記
に
係
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

し
て
い
る
場
合
、
個
別
財
務
諸
表
に

お
け
る
注
記
が
必
要
な
い
と
す
る
規

定
は
、
従
来
と
同
様
。

・
確
定
給
付
制
度
に
基
づ
く
退
職
給
付

に
関
す
る
注
記

・
確
定
拠
出
制
度
に
基
づ
く
退
職
給
付

に
関
す
る
注
記

・
複
数
事
業
主
制
度
に
基
づ
く
退
職
給

付
に
関
す
る
注
記

適
用
日

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
25
年
４

月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

お
よ
び
連
結
会
計
年
度
の
年
度
末
に

係
る
財
務
諸
表
お
よ
び
連
結
財
務
諸

表
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

な
お
、
中
間
・
四
半
期
に
関
す
る

改
正
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年
４
月

１
日
以
後
に
開
始
す
る
年
度
か
ら
の

適
用
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平

成
25
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る

年
度
か
ら
の
早
期
適
用
も
可
能
。

去
る
９
月
13
日
、
国
税
庁
は「
国

税
通
則
法
第
７
章
の
２（
国
税
の
調

査
）関
係
通
達
の
制
定
に
つ
い
て
」

（
法
令
解
釈
通
達
）（
課
総
５
―
９
他

９
課
共
同
、
９
月
12
日
発
遣
）を
公

表
し
た
。

こ
の
通
達
は
、
平
成
23
年
12
月
の

税
制
改
正
に
よ
り
、
国
税
通
則
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
調
査
手
続
に
関

す
る
現
行
の
運
用
上
の
取
扱
い
が
法

令
上
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
税
通
則
法
第
７
章
の
２（
国
税
の

調
査
）関
係
通
達
の
制
定

こ
の
通
達
の
主
な
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

・
第
１
章 

法
第
74
条
の
２
～
法
第
74
条

の
６
関
係（
質
問
検
査
権
）

・
第
２
章 

法
第
74
条
の
７
関
係（
留
置

き
）

・
第
３
章 

法
第
74
条
の
９
～
法
第
74
条

の
11
関
係（
事
前
通
知
及
び
調
査
の

終
了
の
際
の
手
続
）

・
第
４
章 

経
過
措
置
に
関
す
る
事
項

※「
法
」と
は
、
国
税
通
則
法
の
こ
と
を
い

う
。

第
１
章
で
は
、「
調
査
の
意
義
」が

規
定
さ
れ
て
お
り
、「
調
査
」と
は
何

か
を
記
載
す
る
一
方
、「
調
査
」に
該

当
し
な
い
行
為
と
は
何
か
も
記
載
が

行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
３
章
は
、
５
節
に
分
か

れ
て
お
り
、「
事
前
通
知
に
関
す
る
事

項
」に
つ
い
て「
違
法
又
は
不
当
な
行

為
」の
範
囲
な
ど
、
細
か
な
規
定
が

行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
公
表
物

な
お
、
こ
の
通
達
と
あ
わ
せ
て
、

次
の
も
の
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い

る
。

・
調
査
手
続
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
基

本
的
な
考
え
方
等
に
つ
い
て

・
税
務
調
査
手
続
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ（
一

般
納
税
者
向
け
）

・
税
務
調
査
手
続
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ（
税

理
士
向
け
）

①　
調
査
手
続
の
実
施
に
当
た
っ
て

の
基
本
的
な
考
え
方
等
に
つ
い
て

今
般
の
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

法
令
を
遵
守
し
た
適
正
な
調
査
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
と
、
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

内
容
と
し
て
は
、「
調
査
開
始
日
時

等
の
変
更
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
の

手
続
」、「
調
査
結
果
の
内
容
の
説
明

後
の
調
査
の
再
開
及
び
再
度
の
説

明
」な
ど
の
事
項
が
あ
る
。

②　
税
務
調
査
手
続
に
関
す
る
Ｆ
Ａ

Ｑ一
般
者
納
税
者
向
け
の
Ｆ
Ａ
Ｑ
は

全
31
問
、
税
理
士
向
け
の
Ｆ
Ａ
Ｑ
は

全
６
問
か
ら
な
っ
て
い
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、「
国
税
通
則
法

の
規
定
が
施
行
さ
れ
る
と
、
税
務
調

査
が
変
わ
る
の
か
」な
ど
の
基
本
的

な
事
項
か
ら
、「
再
調
査
」、「
理
由
附

記
」な
ど
の
事
項
に
つ
い
て
も
細
か

く
記
載
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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統計
８
月
の
米
新
車
販
売
が
好
調
、
約
20
％
増

日
本
勢
を
中
心
に
、
米
新
車
販

売
が
好
調
だ
。
米
調
査
会
社
オ
ー
ト

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
８
月
の
新
車
販
売

台
数
は
前
年
同
月
比
19
・
９
％
増
の

１
２
８
万
５
、２
０
２
台
で
、
８
月
と
し

て
は
２
０
０
７
年
以
来
５
年
ぶ
り
の
高
水

準
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
な
ど
日
本
勢
が
東

日
本
大
震
災
後
に
部
品
不
足
で
減
少
し

た
在
庫
の
回
復
に
よ
り
販
売
攻
勢
を
か
け

た
結
果
、
全
体
の
販
売
を
底
上
げ
し
た
。

米
新
車
販
売
市
場
の
復
調
は
金
融
危

機
後
の
09
年
を
底
に
続
い
て
い
る
。
10
年
、

11
年
と
も
前
年
比
約
10
％
伸
び
て
き
て

お
り
、今
年
に
入
っ
て
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ

て
い
る
。
今
年
１
―
８
月
累
計
で
は
前
年

同
期
比
14
・
７
％
増
え
て
お
り
、
過
去
２

年
間
を
上
回
る
復
調
ぶ
り
だ
。
ト
ヨ
タ

の
販
売
実
績
は
前
年
同
月
比
45
・
６
％

増
、
ホ
ン
ダ
も
同
59
・
５
％
増
。
日
本
勢

が
得
意
と
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車（
Ｈ
Ｖ
）

が
倍
増
し
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
東
日
本
大
震

災
後
に
部
品
不
足
で
販
売
が
急
減
し
た

反
動
が
大
き
い
が
、
さ
ら
に
米
ガ
ソ
リ
ン

価
格
が
再
び
上
昇
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
米
ガ
ソ
リ
ン
価
格
は
１
ガ

ロ
ン（
約
３・７
８
５
ℓ
）４
ド
ル
に
再
び
近

づ
き
、
今
春
の
高
値
圏
を
目
前
に
し
て

い
る
。
こ
れ
が
Ｈ
Ｖ
で
先
行
す
る
プ
リ
ウ

ス（
ト
ヨ
タ
）な
ど
の
日
本
車
に
有
利
に
働

い
た
。
ま
た
車
種
別
に
み
る
と
、
米
国

で
需
要
の
根
強
い
大
型
車
は
12
・
７
％
増

だ
っ
た
が
、
小
型
車
中
心
の「
乗
用
車
」は

27
・
８
％
と
大
幅
に
伸
び
た
。

一方
、
韓
国
・
現
代
自
動
車
は
失
速
の

兆
し
が
み
ら
れ
る
。
新
型
の
Ｓ
Ｕ
Ｖ（
多

目
的
ス
ポ
ー
ツ
車
）が
好
調
な
傘
下
の
起

亜
自
動
車
は
27
・
８
％
増
と
大
き
く
伸
び

た
が
、
現
代
自
動
車
は
４・４
％
増
と
３

カ
月
連
続
で
１
ケ
タ
台
に
と
ど
ま
っ
た
。

現
代
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
８・７
％
増
。
同

社
の
場
合
、今
年
は
新
車
投
入
の「
谷
間
」

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
日
本
勢
に
と
っ
て

は
震
災
や
タ
イ
の
洪
水
で
失
っ
た
シ
ェ
ア

を
奪
回
す
る
チ
ャ
ン
ス
に
な
り
そ
う
だ
。

日
本
の
機
械
受
注
、

７
月
は
製
造
業
が
12
・
０
％
増

設
備
投
資
の
先
行
指
標
で
あ
る
機
械

受
注（
船
舶
・
電
力
を
除
く
民
需=

季

節
調
整
値
）は
、
製
造
業
が
７
月
は
12
・

０
％
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
全
体
も
４
・

６
％
増
の
７
、４
２
１
億
円
と
な
り
、
２

カ
月
連
続
の
増
加
と
な
っ
た
。
７
月
の
実

績
は
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
事
前
予
想（
１・６
％

増
）を
上
回
っ
た
が
、
鉄
鋼
業
か
ら
の
大

型
案
件
が
入
る
な
ど
特
殊
要
因
も
あ
り
、

内
閣
府
は
機
械
受
注
の
基
調
判
断
を
前

月
か
ら
の「
一進
一退
で
推
移
し
て
い
る
」で

据
え
置
い
た
。

製
造
業
の
伸
び
の
大
き
さ
は
２
０
０
９

年
12
月
以
来
。
15
業
種
の
う
ち
11
業
種

が
プ
ラ
ス
だ
っ
た
。
鉄
鋼
業
か
ら
入
っ
た
金

属
加
工
機
械
の
受
注
や
、
航
空
機
関
連
で

の
１
０
０
億
円
を
超
え
る
大
型
案
件
が
全

体
を
押
し
上
げ
た
。
エ
コ
カ
ー
補
助
金
が

終
了
す
る
自
動
車
か
ら
の
受
注
は
５・４
％

減
と
２
カ
月
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
。

非
製
造
業
は
船
舶
・
電
力
を
除
い
た
ベ
ー

ス
で
２・１
％
減
と
２
カ
月
ぶ
り
の
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
。
民
需
以
外
で
は
、
官
公
庁

か
ら
の
受
注
が
13
・
５
％
減
と
２
カ
月
ぶ

り
の
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
。
一方
、
外
需
は
３・

０
％
増
と
２
カ
月
ぶ
り
の
プ
ラ
ス
だ
っ
た
。

中
国
の
輸
入
、
８
月
は

実
質
２
年
10
カ
月
ぶ
り
の
減
少

中
国
税
関
総
署
が
発
表
し
た
８
月
の

貿
易
統
計
に
よ
る
と
、
輸
入
は
前
年
同

月
比
２・６
％
減
と
、
今
年
１
月
以
来
、

７
カ
月
ぶ
り
の
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
。
今

年
の
１
月
は
春
節（
旧
正
月
）の
連
休
時

期
が
前
の
年
と
ず
れ
た
影
響
が
あ
っ
た
た

め
、
こ
う
し
た
要
因
を
勘
案
す
る
と
、

実
質
的
に
は
２
年
10
カ
月
ぶ
り
の
輸
入

減
少
と
な
っ
た
。

１
―
８
月
の
輸
入
を
地
域
別
に
み
る

と
、
日
本
か
ら
の
輸
入
が
６・０
％
減
、

台
湾
か
ら
も
１・１
％
減
と
な
っ
て
お
り
、

部
品
や
素
材
の
輸
入
の
落
込
み
が
目
立
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
経
済
が
欧
州
債

務
危
機
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
最
大
の
貿
易
相
手
国
だ
っ
た
欧
州
へ

の
輸
出
が
８
月
は
２・７
％
増
に
と
ど
ま
っ

た
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
企
業
の

生
産
活
動
が
鈍
化
し
て
き
て
お
り
、
８

月
の
工
業
生
産
は
８・９
％
増
と
３
年
３

カ
月
ぶ
り
の
低
い
伸
び
と
な
っ
た
。
輸
出

を
て
こ
に
成
長
し
て
き
た
中
国
企
業
の

生
産
活
動
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
お
り
、

そ
の
影
響
は
日
本
の
輸
出
産
業
へ
も
及
び

始
め
て
い
る
。

23
７

平成24（年）
７（月）1211
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（図表）　需要者別受注額（民需：船舶・電力を除く）
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税
　
務

法
人
税
基
本
通
達
等
の
一
部
改
正
、

公
表
─
国
税
庁

先
行
的
取
組
み
の
実
施

ま
た
、
こ
の
法
定
化
さ
れ
た
税
務

調
査
手
続
等
は
、
原
則
と
し
て
、
平

成
25
年
１
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る

調
査
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
法
施
行
後
に
お
け
る
税
務
調
査

手
続
等
を
円
滑
か
つ
適
切
に
実
施
す

る
観
点
か
ら
、
平
成
24
年
10
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
調
査
か
ら
、
法
施

行
後
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
次
の

手
続
に
つ
い
て
、
先
行
的
に
取
り
組

む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

・
事
前
通
知

・
修
正
申
告
等
の
勧
奨
の
際
の
教
示
文

の
交
付

前
者
に
つ
い
て
は
、「
実
地
の
調
査

を
行
う
旨
」、「
調
査
の
目
的
」、「
調
査

の
対
象
と
な
る
期
間
」、「
調
査
の
対

象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

（
国
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ

り
備
付
け
ま
た
は
保
存
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
あ
わ

せ
て
通
知
）」な
ど
の
法
定
化
さ
れ
た

事
前
通
知
事
項
を
、
納
税
義
務
者
と

税
務
代
理
人
の
双
方
に
通
知
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
通
達
等
公
表
に
よ
り

税
務
調
査
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の

か
に
つ
い
て
、
次
号
以
降
に
て
詳
細

な
解
説
を
予
定
し
て
い
る
。

去
る
９
月
14
日
、
国
税
庁
は「
法

人
税
基
本
通
達
等
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
」（
法
令
解
釈
通
達
）（
課
法
２
―

17
他
１
課
共
同
、
９
月
12
日
発
遣
）

を
公
表
し
た
。

本
改
正
は
、
平
成
23
年
12
月
の
税

制
改
正
お
よ
び
平
成
24
年
度
税
制
改

正
に
対
応
す
る
た
め
に
、
所
要
の
整

備
が
図
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

公
表
さ
れ
た
通
達
は
、
次
の
６
つ

の
通
達
で
あ
る
。

・
法
人
税
基
本
通
達
関
係

・
連
結
納
税
基
本
通
達
関
係

・
租
税
特
別
措
置
法
関
係
通
達（
法
人

税
編
）関
係

・
租
税
特
別
措
置
法
関
係
通
達（
連
結

納
税
編
）関
係

・
耐
用
年
数
の
適
用
等
に
関
す
る
取
扱

通
達
関
係

・
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
関
係
通
達（
法
人
税
編
）関
係

ま
た
、
公
表
さ
れ
た
通
達
の
主
な

内
容
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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金
　
融

将
来
へ
の
禍
根
を
残
す
日
銀
の
金

融
緩
和
策

貸
倒
引
当
金
関
係

平
成
23
年
12
月
の
税
制
改
正
に

お
い
て
、
貸
倒
引
当
金
の
原
則
廃

止
が
行
わ
れ
て
い
る（
適
用
法
人
の

限
定
な
ど
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本

誌
２
０
１
２
年
２
月
１
日
号（
№

１
３
０
４
）な
ど
を
参
照
）。

こ
の
改
正
の
一
環
と
し
て
、
金
融

に
関
す
る
取
引
に
係
る
一
定
の
金
銭

債
権
を
有
す
る
法
人
に
お
い
て
、
貸

倒
引
当
金
の
繰
入
れ
対
象
と
な
る
そ

の
金
銭
債
権
が「
リ
ー
ス
資
産
の
対

価
の
額
に
係
る
金
銭
債
権
」に
限
定

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
限
定
さ
れ
た
当
該
金
銭
債

権
に
つ
き
、
法
人
税
基
本
通
達（
以

下
、「
法
基
通
」と
い
う
）に
お
い
て
、

「
リ
ー
ス
契
約
が
中
途
で
解
除
さ
れ

た
場
合
に
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
い

わ
ゆ
る
規
定
損
害
金
に
係
る
金
銭
債

権
が
含
ま
れ
る
」こ
と
を
留
意
的
に

明
ら
か
に
し
て
い
る（
法
基
通
11
―

２
―
１
の
３
）。

過
大
支
払
利
子
税
制
関
係

平
成
24
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
過
大
支
払
利
子
税
制
が
創
設
さ

れ
た
。

こ
の
過
大
支
払
利
子
税
制
と
は
、

関
連
者
間
に
お
け
る
過
大
な
利
子
の

支
払
を
通
じ
た
租
税
回
避
の
防
止
等

の
た
め
、
関
連
者
等
へ
の
純
支
払
利

子
等
の
額（
関
連
者
支
払
利
子
等
の

額
の
合
計
額
か
ら
こ
れ
に
対
応
す
る

受
取
利
子
等
の
額
を
控
除
し
た
残

額
）が
調
整
所
得
金
額
の
50
％
を
超

え
る
場
合
の
そ
の
超
え
る
部
分
の
金

額
に
つ
い
て
は
、
過
少
資
本
税
制

と
の
調
整
を
行
っ
た
う
え
、
損
金

の
額
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る

制
度
で
あ
る（
詳
細
に
つ
い
て
は
、

本
誌
２
０
１
２
年
５
月
１
日
号（
№

１
３
１
３
）な
ど
を
参
照
）。

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
支
払
利

子
等
お
よ
び
受
取
利
子
等
に
含
ま
れ

る「
経
済
的
な
性
質
が
利
子
に
準
ず

る
も
の
」に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措

置
法
関
係
通
達（
以
下
、「
措
通
」と
い

う
）で
含
ま
れ
る
も
の
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
金
銭
債
権
を
債
権

金
額
を
超
え
る
価
額
で
取
得
し
た
場

合
ま
た
は
債
権
金
額
に
満
た
な
い
価

額
で
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
債
権

金
額
と
取
得
に
要
し
た
価
額
と
の
差

額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
、
金
利

の
調
整
に
よ
り
生
じ
た
部
分
の
金
額

（
調
整
差
額
）が
含
ま
れ
る
」（
措
通
66

の
５
の
２
―
10
）と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
除
外
対
象
特
定
債
券
現
先

取
引
等
に
係
る
支
払
利
子
等
の
額
の

計
算
方
法
」（
措
通
66
の
５
の
２
―

14
）な
ど
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他

ま
た
、
そ
の
他
に
、
平
成
24
年
度

税
制
改
正
に
よ
り
改
正
が
行
わ
れ
た

「
特
定
資
産
の
買
換
え
に
係
る
課
税

の
特
例
関
係
」に
つ
い
て
、「
特
定
施

設
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
等

の
意
義
」（
措
通
65
の
７
⑴
―
30
の

２
）な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
次
号
に
お
い
て
詳
細
に
つ

い
て
解
説
す
る
予
定
。

日
銀
は
９
月
19
日
の
金
融
政
策
決

定
会
合
で
、
資
産
買
入
れ
基
金
の
増

額
な
ど
の
金
融
緩
和
策
を
決
定
し

た
。白

川
総
裁
の
会
見
か
ら
は
、
今
回

の
緩
和
策
に
つ
い
て
日
本
経
済
の

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
不
均
衡
や
流
動

性
供
給
と
い
っ
た
具
体
的
な
目
的
を

聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今

回
の
日
銀
の
金
融
緩
和
策
は
、
現
在

60
兆
円
の
残
高
が
積
み
上
が
っ
て
い

る
資
産
買
入
れ
基
金
の
枠
を
80
兆
円

ま
で
10
兆
円
の
増
額
、
買
入
れ
期
間

を
２
０
１
３
年
12
月
ま
で
半
年
間
延

長
、
長
期
国
債
の
買
入
れ
金
利
の
下

限
０
・
１
％
の
撤
廃
な
ど
、
た
だ
ち

に
金
融
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
す「
実

弾
」は
な
く
、
形
式
を
整
え
る
形
の

も
の
に
な
っ
た
。

欧
州
中
央
銀
行（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）が
９
月

６
日
に
、
南
欧
の
国
債
を
各
国
が
安

定
的
に
資
金
を
調
達
で
き
る
水
準
に

経理用語の豆知識
IT全般統制に不備がある場合

全般統制に不備がある場合には、関連するすべての業務
処理統制およびアサーションに影響が及ぶこととなる。全
般統制は、情報システムの継続的かつ適切な運用を確保す
ることにより、業務処理統制が有効に機能するよう支援す
るものであることから、たとえ業務処理統制が有効に機能
していたとしても、継続的な運用を保証する全般統制に重
要な不備があれば、情報システムの内部統制は有効に機能
しないため、統制リスクが高まることになる。
しかし、全般統制のなかでも、ある財務諸表の虚偽表示

を防止ないし発見できる業務処理統制との関連性が薄い部
分についてのみ信頼性がない場合には、対応する業務処理
統制の有効性に関しては情報システムの内部統制に依拠す
ることができる。監査人が特定の全般統制の不備を発見し
た場合は、①当該不備を補完する他の全般統制を評価する、
②関連する業務処理統制の評価手続を拡大する、③実証手
続を拡大する、といった対応がある。

初年度監査の期首残高

初年度監査は、監査人が初めて締結する監査契約であり、
初年度監査における財務諸表項目の期首残高は、前年度の
期末残高に基づいており、過年度の取引および事象の影響
と前年度に採用した会計方針を適用している。
監査人は、開示を含む期首残高に関連する情報を入手す

るために、直近の財務諸表および前任監査人の監査報告書
が存在する場合はそれを通読しなければならない。また、
監査人は、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及
ぼす虚偽表示が含まれているかどうかについて十分かつ適
切な監査証拠を入手しなければならない。
期首残高について、①前年度の期末残高が正しく繰り越

されているか確かめる、②期首残高に適切な会計方針が適
用されているかどうかについて確かめる、③期首残高に関
する監査証拠を入手するため、前任監査人の監査調書を閲
覧すること、特定の監査手続を実施すること等を行うこと
になる。



経理情報●2012.10.10（No.1327）7

証
　
券

Ｑ
Ｅ
３
に
よ
る
世
界
同
時
株
高
の

行
方

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2012年
9月13日

「納税環境整備に関する国税通則法等の
改正」について 国税庁

調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの観点
から、税務調査手続について現行の取扱いの明確化等を内容と
する国税通則法等の改正に伴う通達の制定等を行うもの。

2012年
10月10日号
ニュース記事

2012年
9月14日

「法人税基本通達等の一部改正につい
て」（法令解釈通達） 国税庁

主な改正点は、法人税基本通達における貸倒引当金関係、租税
特別措置法関係通達における過大支払利子税制関係、特定資産
の買換えに係る課税の特例関係など。

2012年
10月10日号
ニュース記事

2012年
9月21日

内閣府令61号
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣
府令」等

金融庁
主な改正点は、退職給付に係る科目の表示規定の整備および様
式の改正ならびに注記の規定の整備。平成25年4月1日以後に
開始する事業年度および連結会計年度の年度末に係る財務諸
表および連結財務諸表について適用。

2012年
10月10日号
ニュース記事

2012年
9月21日

金融庁告示67号
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則に規定する金融庁長官
が定める企業会計の基準を指定する件
等の一部を改正する件」

金融庁
2012年５月改正の退職給付会計基準等を一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に指定するもの。また、指定国際会計
基準に2012年３月改正のＩＦＲＳ１号「国際財務報告基準の
初度適用」等を追加するもの。

―

国
債
利
回
り
が
下

が
る
ま
で
無
制
限

に
買
い
入
れ
る
こ

と
を
ド
イ
ツ
の
反

対
を
押
し
切
っ
て

決
定
し
、
米
連
邦

準
備
制
度
理
事
会

（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）は
、
住

宅
ロ
ー
ン
担
保
証

券（
Ｍ
Ｂ
Ｓ
）の
月

額
４
０
０
億
ド
ル

買
入
れ
と
、
短
く

と
も
２
０
１
５
年

半
ば
ま
で
の
低
金

利
政
策
維
持
を
決

定
し
た
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
欧
米

の
中
央
銀
行
は

各
々
、
南
欧
の
政

府
債
務
、
住
宅

ロ
ー
ン
金
利
と

い
う
、
具
体
的

な
タ
ー
ゲ
ッ
ト

が
あ
り
、
量
的

に
も「
無
制
限
」、

「
４
０
０
億
ド
ル
」

と
い
う
実
態
が
あ

る
の
に
比
べ
て
、

日
銀
は
い
か
に
も

見
劣
り
が
す
る
。

今
回
の
金
融
緩

和
策
は
、
今
こ
の

時
期
に
打
ち
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
理

由
が
不
明
確
だ
。

こ
れ
で
は
、
ブ
ラ

ジ
ル
財
務
相
が
日
銀
の
追
加
緩
和
策

を
、「
こ
れ
こ
そ
が
通
貨
戦
争
だ
」と

指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
銀
も
為
替
動

向
を
理
由
に
追
随
し
た
と
取
ら
れ
て

も
し
か
た
が
な
い
。

確
か
に
尖
閣
問
題
に
端
を
発
す
る

中
国
経
済
へ
の
マ
イ
ナ
ス
や
日
本
企

業
の
負
担
と
な
る
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス

ク
な
ど
が
台
頭
し
て
い
る
が
、
今
た

だ
ち
に
日
銀
の
行
動
が
求
め
ら
れ
る

ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
国
内
の

民
主
・
自
民
の
党
首
選
挙
が
終
わ
っ

て
日
銀
に
対
す
る
政
治
的
圧
力
が
強

ま
る
前
に
動
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。た

だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
金
融
緩

和
が
継
続
す
る
局
面
で
は
政
策
の

「
の
り
し
ろ
」が
必
要
だ
。
欧
米
・
中

国
の
経
済
リ
ス
ク
が
明
ら
か
に
高

ま
っ
て
い
る
な
か
で
今
回
の
よ
う
な

緩
和
策
を
行
え
ば
、
将
来
に
禍
根
を

残
す
懸
念
が
高
ま
る
。

米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
Ｑ
Ｅ
３（
金
融
の
量

的
緩
和
第
３
弾
）の
威
力
は
な
か
な

か
の
も
の
で
あ
っ
た
。
９
月
13
日
に

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ（
連
邦
公
開
委
員
会
）は
資

産
担
保
証
券
４
０
０
億
ド
ル
買
入
れ

と
そ
の
継
続
を
中
心
と
す
る
Ｑ
Ｅ
３

を
決
定
、
公
表
し
た
。

Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
は
た
だ
ち
に
反
応
し
、

決
定
前
と
比
べ
３
０
０
ド
ル
、
２
・

４
％
の
上
昇
を
記
録
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
ほ
ぼ
世
界
中
の
市
場
で
株
価

が
上
昇
、
世
界
同
時
株
高
が
実
現
し

た
。
た
だ
、
主
要
市
場
で
は
中
国
だ

け
は
事
情
が
異
な
る
と
い
う
こ
と

か
、
少
し
違
っ
た
反
応
を
示
し
た
。

Ｑ
Ｅ
３
に
つ
い
て
は
米
景
気
が
弱

さ
一
辺
倒
で
は
な
く
、
ま
だ
ら
模
様

状
態
に
あ
る
こ
と
、
長
期
金
利
が
す

で
に
超
低
水
準
に
あ
り
、
低
下
余
地

は
極
め
て
乏
し
く
な
っ
て
い
る
こ

と
、
な
ど
を
理
由
に
こ
の
時
点
で
の

実
施
を
疑
問
視
す
る
声
も
大
き
か
っ

た
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
踏
み
切
っ

た
の
で
あ
る
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
２
大
使
命
は「
物
価
安

定
」と「
最
大
雇
用
」で
あ
る
が
、
景

気
指
標
の
な
か
で
回
復
遅
れ
が
目
立

つ
雇
用
情
勢
を
重
視
し
て
、
Ｑ
Ｅ
３

の
決
断
を
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

自
ら
の
使
命
に
忠
実
な
行
動
を
し
た
と

も
い
え
る
。
こ
れ
に
は
現
在
、
大
統
領

選
挙
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
が
微
妙

に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
市
場
も
と
り
あ
え
ず
同
時

株
高
の
仲
間
に
加
わ
る
こ
と
が
で

き
た
。
日
経
平
均
は
一
気
に
９
、

２
０
０
円
台
を
回
復
し
た
。
中
国
の

反
日
暴
動
、
日
本
企
業
襲
撃
が
企
業

業
績
に
与
え
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が

懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
け

に
、
ラ
ッ
キ
ー
な
巡
り
合
わ
せ
と
い

え
た
。

し
か
し
、
米
金
融
緩
和
は
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
ド
ル
安
・
円
高
を

も
た
ら
す
。
今
回
も
株
高
と
同
時
に

円
高
の
気
配
が
強
ま
っ
た
。
こ
れ
が

さ
ら
に
進
め
ば
、
日
本
市
場
は
世
界

同
時
株
高
の
輪
か
ら
脱
輪
す
る
心
配

が
あ
る
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
日
本

銀
行
の
金
融
緩
和
策
し
か
な
い
。
日

銀
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
一
気
に
高

ま
っ
た
。

果
た
せ
る
か
な
、
日
銀
は
動
い

た
。
９
月
19
日
の
金
融
政
策
決
定
会

合
で
、
資
産
買
入
れ
政
策
を
決
定
し

た
。
こ
れ
を
受
け
円
高
進
行
に
歯
止

め
が
か
か
っ
た
よ
う
に
み
え
た
。
ね

ら
い
ど
お
り
の
展
開
で
あ
る
。

世
界
同
時
株
価
は
そ
の
後
、
一
進

一
退
、
横
ば
い
状
態
と
い
う
よ
う
な

動
き
を
示
し
て
い
る
。
同
時
株
高
の

実
現
直
後
に
は
世
界
の
投
資
家
が
リ

ス
ク
オ
ン
の
姿
勢
に
転
じ
た
と
い
う

評
価
も
あ
っ
た
が
、
や
や
過
大
評
価

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
市
場

の
自
信
回
復
に
は
な
っ
た
が
、
市
況

の
決
定
的
な
転
機
と
な
っ
た
と
ま
で

は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
界
同
時
株
高
は
今
後
、
ど
う
展

開
す
る
か
は
、
結
局
、
ア
メ
リ
カ
の

景
気
指
標
の
動
向
次
第
で
あ
ろ
う
。

特
に
Ｑ
Ｅ
３
の
原
動
力
と
な
っ
た
雇

用
情
勢
の
推
移
が
大
き
な
カ
ギ
と
な

る
。


